
（第17428号）東 京 都 公 報令和3年9月30日（木曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

規

則

○
東
京
都
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
調
整
課
）…
�

○
東
京
都
難
病
患
者
等
に
係
る
医
療
費
等
の
助
成
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
保
健
政
策
部
疾
病
対
策
課
）…
�

告

示

○
令
和
三
年
東
京
都
告
示
第
四
百
二
十
号
（
令
和
三
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
）

の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
総
務
局
総
務
部
総
務
課
）…
�

○
公
共
測
量
の
実
施
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
基
盤
部
調
整
課
）…
�

○
防
災
街
区
整
備
事
業
組
合
の
解
散
認
可
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
防
災
都
市
づ
く
り
課
）…
��

○
都
営
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
…
…
…
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
都
営
住
宅
経
営
部
経
営
企
画
課
）…
��

○
都
営
改
良
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
��

○
都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
区
画
数
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
��

○
令
和
三
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
…
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
総
務
部
総
務
課
）…
��

○
令
和
三
年
東
京
都
告
示
第
四
百
二
十
八
号
（
令
和
三
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の

額
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
総
務
部
職
員
課
）…
��

○
母
子
保
健
法
に
よ
る
養
育
医
療
機
関
の
指
定
…（
福
祉
保
健
局
少
子
社
会
対
策
部
家
庭
支
援
課
）…
��

○
令
和
三
年
東
京
都
告
示
第
四
百
三
十
二
号
（
令
和
三
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の

額
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
総
務
部
職
員
課
）…
��

○
都
道
の
供
用
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）…
�	

○
道
路
法
に
よ
る
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
の
指
定
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）…
�


○
都
道
の
供
用
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）…
�


○
道
路
法
に
よ
る
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
の
指
定
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）…
��

○
都
道
の
区
域
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）…
��

○
都
立
公
園
の
位
置
、
区
域
及
び
面
積
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
公
園
緑
地
部
公
園
課
）…
��

○
港
湾
施
設
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
港
湾
局
港
湾
経
営
部
経
営
課
）…
��

規

程
（
交
）

○
東
京
都
電
車
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
��

○
東
京
都
電
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
��

○
東
京
都
電
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
��

○
東
京
都
電
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
��

○
東
京
都
電
車
Ｉ
Ｃ
一
日
乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
��

○
東
京
都
乗
合
自
動
車
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
��

○
東
京
都
乗
合
自
動
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
��

○
東
京
都
乗
合
自
動
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
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Ｃ
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一
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規
程
…
…
…
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○
東
京
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乗
合
自
動
車
Ｉ
Ｃ
一
日
乗
車
券
の
発
売
等
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関
す
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規
程
の
一
部
を
改
正
す
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規
程
…
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東
京
都
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
九
十
五
号

東
京
都
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
年
東

京
都
規
則
第
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
三
条
第
一
項
中
「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
第
三
十
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「第

３０条
第
１
項

」
を
「第

３１条
第
１
項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
二
中
「第

３０条
第
２
項

」
を
「第

３１条
第
２
項

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の

円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
別
記
第
一
号
様
式
及
び
第
一
号
様
式
の
二
に
よ
る
用
紙
で
、

現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
難
病
患
者
等
に
係
る
医
療
費
等
の
助
成
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す

る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
九
十
六
号

東
京
都
難
病
患
者
等
に
係
る
医
療
費
等
の
助
成
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

東
京
都
難
病
患
者
等
に
係
る
医
療
費
等
の
助
成
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
東
京
都
規
則
第
九
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
第
六
号
チ
中
「
都
道
府
県
が
指
定
す
る
医
療
機
関
等
（
以
下
「
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬

変
治
療
研
究
促
進
事
業
指
定
医
療
機
関
」
と
い
う
。
）
が
記
載
し
た
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究

促
進
事
業
入
院
医
療
記
録
票
（
別
記
第
四
十
号
様
式
）
の
写
し
」
を
「
当
該
対
象
者
の
肝
が
ん
・
重
度

肝
硬
変
治
療
研
究
促
進
事
業
医
療
記
録
票
（
別
記
第
四
十
号
様
式
）
の
写
し
並
び
に
肝
が
ん
・
重
度
肝

硬
変
治
療
研
究
促
進
事
業
医
療
証
明
書
（
指
定
医
療
機
関
以
外
の
保
険
医
療
機
関
・
保
険
薬
局
用
）

（
別
記
第
四
十
号
様
式
の
二
）
の
写
し
（
都
道
府
県
が
指
定
す
る
医
療
機
関
（
以
下
「
肝
が
ん
・
重
度

肝
硬
変
治
療
研
究
促
進
事
業
指
定
医
療
機
関
」
と
い
う
。
）
以
外
で
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
入
院
関
係

医
療
又
は
肝
が
ん
外
来
関
係
医
療
を
受
け
た
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
領
収
書
及
び
診
療
明
細
書
そ
の

他
の
医
療
内
容
等
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
以
下
「
医
療
記
録
票
等
」
と
い
う
。
）
」
に
改

め
、
同
号
リ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

リ

Ｂ
型
・
Ｃ
型
ウ
イ
ル
ス
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
患
者
で
、
Ｂ
型
ウ
イ
ル
ス
肝
炎
に
対
し
て
行

わ
れ
る
核
酸
ア
ナ
ロ
グ
製
剤
治
療
を
要
す
る
場
合
の
当
該
疾
病
に
係
る
第
七
条
第
六
号
に
規
定

す
る
医
療
券
の
交
付
を
受
け
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
六
対
象
者
の
欄
に
規
定
す
る
高
療

該
当
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
入
院
関
係
医
療
、
高
療
該
当
肝
が
ん
外
来
関
係
医
療
又
は
高
療
該

当
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
合
算
関
係
医
療
を
受
け
よ
う
と
す
る
日
の
属
す
る
月
以
前
の
十
二
月

以
内
の
自
己
負
担
額
が
記
録
さ
れ
て
い
る
別
記
第
二
十
三
号
様
式
別
紙
（
以
下
「
肝
炎
治
療
自

己
負
担
限
度
額
管
理
票
」
と
い
う
。
）
の
写
し

第
五
条
第
一
項
第
六
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヌ

Ｂ
型
・
Ｃ
型
ウ
イ
ル
ス
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
患
者
で
、
別
表
第
六
対
象
者
の
欄
に
規
定
す

る
高
療
該
当
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
入
院
関
係
医
療
、
高
療
該
当
肝
が
ん
外
来
関
係
医
療
又
は

高
療
該
当
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
合
算
関
係
医
療
を
受
け
よ
う
と
す
る
日
の
属
す
る
月
以
前
の

十
二
月
以
内
に
前
住
所
地
の
道
府
県
知
事
か
ら
Ｂ
型
ウ
イ
ル
ス
肝
炎
に
対
し
て
行
わ
れ
る
核
酸

ア
ナ
ロ
グ
製
剤
治
療
を
要
す
る
場
合
の
当
該
疾
病
に
係
る
第
七
条
第
五
号
又
は
第
六
号
に
規
定

す
る
医
療
券
に
相
当
す
る
証
書
の
交
付
を
受
け
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
期
間
の
肝
炎
治
療

自
己
負
担
限
度
額
管
理
票
に
相
当
す
る
記
録
の
写
し

第
九
条
第
三
項
中
「
で
入
院
医
療
を
受
け
よ
う
と
」
を
「
（
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一

号
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
保
険
薬
局
（
同
号
に
規
定
す
る
保
険
薬

局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
診
等
」
に
、
「
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究
促
進
事
業
入
院
医

療
記
録
票
、
入
院
関
係
医
療
証
明
書
等
、
」
を
「
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究
促
進
事
業
医
療
記

録
票
並
び
に
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究
促
進
事
業
医
療
証
明
書
並
び
に
領
収
書
及
び
診
療
明
細

書
そ
の
他
の
医
療
内
容
等
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
並
び
に
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
の
表
中
「
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究
促
進
事
業
入
院
医
療
記
録
票
の
写
し
及

び
入
院
関
係
医
療
証
明
書
等
」
を
「
医
療
記
録
票
等
」
に
、
「
に
お
い
て
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
入
院

関
係
医
療
（
一
部
負
担
額
が
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
「
又
は
保
険

薬
局
に
お
い
て
別
表
第
六
対
象
者
の
欄
に
規
定
す
る
高
療
該
当
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
入
院
関
係
医
療
、

高
療
該
当
肝
が
ん
外
来
関
係
医
療
又
は
高
療
該
当
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
合
算
関
係
医
療
」
に
、
「
三

月
」
を
「
二
月
」
に
改
め
る
。
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第
十
五
条
第
二
項
中
「
に
掲
げ
る
疾
病
の
」
を
「
疾
病
の
範
囲
の
欄
に
規
定
す
る
高
療
該
当
肝
が
ん

・
重
度
肝
硬
変
入
院
関
係
医
療
に
係
る
」
に
改
め
、
「
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究
促
進
事
業
指

定
医
療
機
関
」
の
下
に
「
に
対
し
て
助
成
額
を
支
払
う
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
同
欄
に
規
定
す

る
高
療
該
当
肝
が
ん
外
来
関
係
医
療
又
は
高
療
該
当
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
合
算
関
係
医
療
に
係
る
医

療
費
助
成
は
、
Ｂ
型
・
Ｃ
型
ウ
イ
ル
ス
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
認
定
患
者
」
を
加
え
る
。

第
十
六
条
第
三
項
第
二
号
中
「
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究
促
進
事
業
入
院
医
療
記
録
票
」
を

「
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究
促
進
事
業
医
療
記
録
票
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
肝
が
ん
・

重
度
肝
硬
変
治
療
研
究
促
進
事
業
入
院
医
療
記
録
票
の
写
し
及
び
入
院
関
係
医
療
証
明
書
等
」
を
「
医

療
記
録
票
等
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
三
十
六
号
様
式
中

「

」
を

「

」
に
改
め

る
。別

記
第
三
十
七
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
三
十
八
号
様
式
()表
中

「

」
を

「

」
に
、

「肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
入
院
関
係
医
療
（

」
を
「肝

が
ん
・
重
度
肝
硬
変
入
院
関
係
医
療
又
は
肝
が

ん
外
来
関
係
医
療
（

」
に
改
め
、
「保

険
医
療
機
関

」
の
次
に
「又

は
保
険
薬
局

」
を
加
え
、
「３

月

」
を
「２

月

」
に
改
め
、
同
様
式
()裏
中
「４

月
目

」
を
「３

月
目

」
に
、
「に

お
い
て
肝
が
ん
・
重

度
肝
硬
変
入
院
関
係
医
療

」
を
「又

は
保
険
薬
局
に
お
い
て
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
入
院
関
係
医
療
又

は
肝
が
ん
外
来
関
係
医
療

」
に
、
「３

月

」
を
「２

月

」
に
、
「同

一
の
月
に
、
一
つ
の
指
定
医
療
機

関
に
お
け
る
複
数
回
の
入
院
で
、
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
入
院
関
係
医
療
の
自
己
負
担
額
が
高
額
療
養

費
算
定
基
準
額
を
超
え
た
な
ど
の
場
合

」
を
「肝

が
ん
外
来
関
係
医
療
及
び
注
意
事
項
３
に
該
当
し
な

い
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
入
院
関
係
医
療

」
に
、
「保

険
医
療
機
関
で
入
院
医
療
を
受
け
る
と
き
は
、

必
ず

」
を
「こ

の
医
療
券
の
交
付
を
受
け
た
際
は
、
必
ず
、
受
診
等
を
す
る
指
定
医
療
機
関
及
び
保
険

薬
局
に

」
に
、
「入
院
医
療
記
録
票
等

」
を
「医

療
記
録
票
等

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
九
号
様
式
()表
中

「

」
を

「

」
に
、

「肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
入
院
関
係
医
療
の

」
を
「肝

が
ん
・
重
度
肝
硬
変
関
係
医
療
の

」
に
、
「４

月
目

」
を
「３

月
目

」
に
、
「
認
定
条
件
」
を
「
助
成
条
件
」
に
、
「肝

が
ん
・
重
度
肝
硬
変
入
院
関

係
医
療
（

」
を
「肝

が
ん
・
重
度
肝
硬
変
入
院
関
係
医
療
又
は
肝
が
ん
外
来
関
係
医
療
（

」
に
改
め
、

「保
険
医
療
機
関

」
の
次
に
「又

は
保
険
薬
局

」
を
加
え
、
「３

月

」
を
「２

月

」
に
改
め
、
同
様
式

()裏
中
「４

月
目

」
を
「３

月
目

」
に
、
「に

お
い
て
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
入
院
関
係
医
療

」
を
「又

は
保
険
薬
局
に
お
い
て
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
入
院
関
係
医
療
又
は
肝
が
ん
外
来
関
係
医
療

」
に
、

「３
月

」
を
「２

月

」
に
、
「同

一
の
月
に
、
一
つ
の
指
定
医
療
機
関
に
お
け
る
複
数
回
の
入
院
で
、

肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
入
院
関
係
医
療
の
自
己
負
担
額
が
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
た
場
合
な

ど

」
を
「肝

が
ん
外
来
関
係
医
療
及
び
注
意
事
項
３
に
該
当
し
な
い
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
入
院
関
係

医
療

」
に
、
「保

険
医
療
機
関
で
入
院
医
療
を
受
け
る
と
き
は
、
必
ず

」
を
「こ

の
医
療
券
の
交
付
を

受
け
た
際
は
、
必
ず
、
受
診
等
を
す
る
指
定
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
に

」
に
、
「入

院
医
療
記
録
票

等

」
を
「医

療
記
録
票
等

」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
十
号
様
式
及
び
第
四
十
号
様
式
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
四
十
一
号
様
式
中
「受

理
日

」
の
次
に
「の

属
す
る
月

」
を
加
え
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
四
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
、
か
つ
、
東
京
都
の
区
域
に
住
所
を
有
す
る
者
が
、
こ
の
規
則
の
施
行

の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
こ
の
規
則
に

よ
る
改
正
後
の
東
京
都
難
病
患
者
等
に
係
る
医
療
費
等
の
助
成
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」

と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
を
知
事
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
た
と
き

は
、
当
該
者
を
新
規
則
別
表
第
六
に
掲
げ
る
疾
病
に
係
る
対
象
者
と
み
な
し
て
、
新
規
則
の
規
定
を

適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
規
則
第
八
条
第
一
項
の
表
八
の
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
申
請
書
を
受
理
し
た
」
と
あ
る
の
は
、
「
東
京
都
難
病
患
者
等
に
係

る
医
療
費
等
の
助
成
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
三
年
東
京
都
規
則
第
二
百
九

十
六
号
）
附
則
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
」
と
す
る
。

一

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
新
規
則
別
表
第
六
に
掲
げ
る
疾
病
に

係
る
対
象
者
の
要
件
（
同
表
対
象
者
の
欄
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
満

た
し
た
者

二

令
和
二
年
五
月
か
ら
施
行
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
間
に
お
け
る
連
続
す
る
十
二
月
の
期
間
内
に
、

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
険
医

療
機
関
又
は
同
号
に
規
定
す
る
保
険
薬
局
に
お
い
て
、
新
規
則
別
表
第
六
備
考
３
に
規
定
す
る
高

療
該
当
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
入
院
関
係
医
療
、
同
表
備
考
４
に
規
定
す
る
高
療
該
当
肝
が
ん
外

来
関
係
医
療
又
は
同
表
備
考
５
に
規
定
す
る
高
療
該
当
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
合
算
関
係
医
療
を

既
に
二
月
以
上
受
け
た
者

３

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
行
わ
れ
た
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改

正
前
の
東
京
都
難
病
患
者
等
に
係
る
医
療
費
等
の
助
成
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い

う
。
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
券
の
交
付
、
第
十
条
第
一
項
又

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
新
申
請
、
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
券
の
再
交
付
、
第
十

二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
申
請
、
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
及
び
第
十
三

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
券
の
交
付
は
、
新
規
則
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

４

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
旧
規
則
第
六
条
、
第
十
一
条
第
二
項
又
は
第
十
三
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
同
年
四
月
一
日
以
後
も
な
お
有
効
な
医
療
券
の
交
付
を
受
け
た
者
に
対
す
る
新

規
則
の
規
定
は
、
同
日
以
後
に
行
わ
れ
た
医
療
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前

に
行
わ
れ
た
医
療
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
旧
規
則
別
記
第
三
十
六
号
様
式
か
ら
第
四
十
一
号
様
式
ま
で
及
び
第
四

十
三
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
六
号

令
和
三
年
東
京
都
告
示
第
四
百
二
十
号
（
令
和
三
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

「７,９１０円

」
を
「８,１２０円

」
に
、
「７,８６０円

」
を
「８,０７０円

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
七
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
板
橋
区
長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
実
施
す
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

板
橋
区

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
四
級
基
準
点
測
量
）

三

測
量
の
区
域

板
橋
区
中
台
一
丁
目
、
中
台
二
丁
目
、
前
野
町
五
丁
目
、
前
野
町
六
丁
目
、
東
山

町
、
弥
生
町
、
大
谷
口
北
町
及
び
大
谷
口
上
町
各
地
内
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測
量
の
期
間

令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
二
月
十
五

日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
八
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
板
橋
区

長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
実
施
す
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

板
橋
区

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
四
級
基
準
点
測
量
）

三

測
量
の
区
域

板
橋
区
小
茂
根
四
丁
目
及
び
小
茂
根
五
丁
目
各

地
内

四

測
量
の
期
間

令
和
三
年
九
月
六
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
十
一

日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
九
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
狛
江
市

長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
実
施
す
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

狛
江
市

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
三
級
基
準
点
測
量
及
び
復
旧
測
量

（
三
級
基
準
点
）
）

三

測
量
の
区
域

狛
江
市
猪
方
三
丁
目
地
内

四

測
量
の
期
間

令
和
三
年
九
月
十
五
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十

日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
十
号

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
百
六
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に

基
づ
き
志
茂
三
丁
目
９
番
地
区
防
災
街
区
整
備
事
業
組
合
の
解
散
を

認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
十
一
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
都
営
住
宅
の
使
用
料
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第17428号）東 京 都 公 報令和3年9月30日（木曜日）１１



令和3年9月30日（木曜日）東 京 都 公 報（第17428号） １２



（第17428号）東 京 都 公 報令和3年9月30日（木曜日）１３

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
十
二
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都

営
改
良
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和
三
年
十
月
一

日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和3年9月30日（木曜日）東 京 都 公 報（第17428号） １４
◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
十
三
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
駐
車
場
の
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

中
延
六
丁
目
ア
パ
ー
ト
駐

車
場

品
川
区
中
延
六
丁
目
八

番

四
区
画

東
京
街
道
ア
パ
ー
ト
駐
車

場

東
大
和
市
清
原
一
丁
目

一
番
ほ
か

七
二
二
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
十
四
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
令
和
三
年
度
に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の

額
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
十
五
号

令
和
三
年
東
京
都
告
示
第
四
百
二
十
八
号
（
令
和
三
年
度
非
常
勤

職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

「７,８６０円

」
を
「８,０７０円

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
十
六
号

母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
二
十
条
第

五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
養
育
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り

指
定
し
た
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

所
在
地

開
設
者

指
定
年
月
日

順
天
堂
大
学
医

学
部
附
属
練
馬

病
院

練
馬
区
高
野

台
三
丁
目
一

番
十
号

小
川

秀
興

令
和
三
年
九
月

三
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
十
七
号

令
和
三
年
東
京
都
告
示
第
四
百
三
十
二
号
（
令
和
三
年
度
非
常
勤

職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第17428号）東 京 都 公 報令和3年9月30日（木曜日）１５

「７,８６０円

」
を
「８,０７０円

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
都
道
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
九
月
三
十
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日東京

都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

飯
田
橋
石
神
井
新
座

二

供
用
開
始
の
区
間

新
宿
区
筑
土
八
幡
町
八
番
三
地
先
か
ら
同

区
新
小
川
町
四
番
一
地
先
ま
で

三

供
用
開
始
の
期
日

令
和
三
年
九
月
三
十
日



令和3年9月30日（木曜日）東 京 都 公 報（第17428号） １６
◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る

こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
九
月
三
十
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

飯
田
橋
石
神
井
新
座

二

占
用
を
制
限
す
る
区
間

新
宿
区
筑
土
八
幡
町
八
番
三
地
先
か
ら
同
区
新
小
川
町
四
番
一

地
先
ま
で

三

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ

り
前
に
設
置
さ
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除

く
。
）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、

当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

占
用
を
制
限
す
る
理
由

占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お

け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め

五

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
三
年
十
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
二
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
都
道
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
九
月
三
十
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

東
村
山
東
久
留
米

二

供
用
開
始
の
区
間

東
久
留
米
市
柳
窪
五
丁
目
七
番
十
七
地
先

か
ら
同
市
滝
山
五
丁
目
百
番
二
地
先
ま
で

三

供
用
開
始
の
期
日

令
和
三
年
九
月
三
十
日



（第17428号）東 京 都 公 報令和3年9月30日（木曜日）１７



令和3年9月30日（木曜日）東 京 都 公 報（第17428号） １８
◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
二
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る

こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
九
月
三
十
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

東
村
山
東
久
留
米

二

占
用
を
制
限
す
る
区
間

東
久
留
米
市
柳
窪
五
丁
目
七
番
十
七
地
先
か
ら
同
市
滝
山
五
丁

目
百
番
二
地
先
ま
で

三

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ

り
前
に
設
置
さ
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除

く
。
）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、

当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

占
用
を
制
限
す
る
理
由

占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お

け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め

五

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
三
年
十
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
二
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
九
月
三
十
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

環
状
八
号

二

変
更
の
区
間

世
田
谷
区
八
幡
山
三
丁
目
百
四
十
七
番
二
十
一

地
先

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



（第17428号）東 京 都 公 報令和3年9月30日（木曜日）１９



令和3年9月30日（木曜日）東 京 都 公 報（第17428号） ２０
◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
二
十
三
号

東
京
都
立
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
七
号
）

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
立
公
園
の
位
置
、
区
域
及

び
面
積
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

公

園

名

変
更
内
容

変
更
年
月
日

東
京
都
立
野
山
北
・
六
道

山
公
園

別
図
の
と
お
り

令
和
三
年
十
月
一

日



（第17428号）東 京 都 公 報令和3年9月30日（木曜日）２１
◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
二
十
四
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
港
湾
施
設
の
規
模
を
次
の
と
お
り
変

更
す
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

規

模

変
更
前

変
更
後

所
在
地

変
更
年

月
日

港
湾

施
設

用
地

中
央
防

波
堤
内

側
地
区

港
湾
施

設
用
地

二
七
八
、

六
一
七
・

二
三
平
方

メ
ー
ト
ル

二
九
〇
、

七
五
八
・

九
九
平
方

メ
ー
ト
ル

江
東
区
海
の

森
一
丁
目
、

海
の
森
二
丁

目
及
び
海
の

森
三
丁
目

令
和
三

年
十
月

一
日

規

程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
四
十
五
号

東
京
都
電
車
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日

東
京
都
交
通
局
長

内

藤

淳

東
京
都
電
車
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
電
車
条
例
施
行
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
交
通
局
規
程
第
三

十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
条
の
三
の
二
」
を
「
第
十
条
の
三
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
三
の
二
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
電
車
条
例
施
行
規
程
に
規

定
す
る
チ
ケ
ッ
ト
付
与
額
に
つ
い
て
は
、
当
該
チ
ケ
ッ
ト
付
与
額

が
付
与
さ
れ
た
日
か
ら
十
年
間
使
用
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
使

用
条
件
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
四
十
六
号

東
京
都
電
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日

東
京
都
交
通
局
長

内

藤

淳

東
京
都
電
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程

東
京
都
電
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
（
平
成
十
九
年
交
通
局
規
程

第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
十
二
号
及
び
第
二
十
三
号
を
削
る
。

第
十
三
条
第
五
項
及
び
第
六
項
を
削
る
。

第
二
十
一
条
第
四
項
を
削
る
。

第
三
十
六
条
第
五
項
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
電
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規

程
の
規
定
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
特
典
バ
ス
チ
ケ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、

付
与
さ
れ
た
日
か
ら
十
年
間
使
用
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
使
用

条
件
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
四
十
七
号

東
京
都
電
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日

東
京
都
交
通
局
長

内

藤

淳

東
京
都
電
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
電
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
（
令
和
元
年
交

通
局
規
程
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
を
削
る
。

第
十
三
条
第
四
項
及
び
第
五
項
を
削
る
。

第
二
十
三
条
第
四
項
及
び
第
五
項
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
電
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ

ー
ド
取
扱
規
程
の
規
定
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
特
典
バ
ス
チ
ケ
ッ
ト

に
つ
い
て
は
、
付
与
さ
れ
た
日
か
ら
十
年
間
使
用
で
き
る
も
の
と

し
、
そ
の
使
用
条
件
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
四
十
八
号

東
京
都
電
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日

東
京
都
交
通
局
長

内

藤

淳

東
京
都
電
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取
扱
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
電
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取
扱
規
程
（
令
和
二
年
交
通
局

規
程
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
五
項
及
び
第
六
項
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
電
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
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取
扱
規
程
の
規
定
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
特
典
バ
ス
チ
ケ
ッ
ト
に
応

じ
た
額
に
つ
い
て
は
、
付
与
さ
れ
た
日
か
ら
十
年
間
使
用
で
き
る

も
の
と
し
、
そ
の
使
用
条
件
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

◉
交
通
局
規
程
第
四
十
九
号

東
京
都
電
車
Ｉ
Ｃ
一
日
乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日

東
京
都
交
通
局
長

内

藤

淳

東
京
都
電
車
Ｉ
Ｃ
一
日
乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
電
車
Ｉ
Ｃ
一
日
乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成

十
九
年
交
通
局
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
七
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
五
十
号

東
京
都
乗
合
自
動
車
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日

東
京
都
交
通
局
長

内

藤

淳

東
京
都
乗
合
自
動
車
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程

東
京
都
乗
合
自
動
車
条
例
施
行
規
程
（
昭
和
四
十
年
交
通
局
規
程

第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
の
三
の
二
及
び
第
十
八
条
の
三
の
三
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
乗
合
自
動
車
条
例
施
行
規

程
に
規
定
す
る
チ
ケ
ッ
ト
付
与
額
に
つ
い
て
は
、
当
該
チ
ケ
ッ
ト

付
与
額
が
付
与
さ
れ
た
日
か
ら
十
年
間
使
用
で
き
る
も
の
と
し
、

そ
の
使
用
条
件
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
五
十
一
号

東
京
都
乗
合
自
動
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日

東
京
都
交
通
局
長

内

藤

淳

東
京
都
乗
合
自
動
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
乗
合
自
動
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
（
平
成
十
九
年
交
通

局
規
程
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
十
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
か
ら
二
十
二
ま
で

削
除

第
十
三
条
第
六
項
及
び
第
七
項
を
削
る
。

第
二
十
一
条
第
四
項
を
削
る
。

第
三
十
六
条
第
五
項
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
乗
合
自
動
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

取
扱
規
程
の
規
定
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
特
典
バ
ス
チ
ケ
ッ
ト
に
つ

い
て
は
、
付
与
さ
れ
た
日
か
ら
十
年
間
使
用
で
き
る
も
の
と
し
、

そ
の
使
用
条
件
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
五
十
二
号

東
京
都
乗
合
自
動
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日

東
京
都
交
通
局
長

内

藤

淳

東
京
都
乗
合
自
動
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
乗
合
自
動
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
（
令
和

元
年
交
通
局
規
程
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
十
四
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
四
か
ら
十
六
ま
で

削
除

第
十
三
条
第
五
項
及
び
第
六
項
を
削
る
。

第
二
十
三
条
第
五
項
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
乗
合
自
動
車
外
国
人
向
け

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
の
規
定
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
特
典
バ
ス
チ

ケ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
付
与
さ
れ
た
日
か
ら
十
年
間
使
用
で
き
る

も
の
と
し
、
そ
の
使
用
条
件
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

◉
交
通
局
規
程
第
五
十
三
号

東
京
都
乗
合
自
動
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取
扱
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日

東
京
都
交
通
局
長

内

藤

淳

東
京
都
乗
合
自
動
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取
扱
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
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東
京
都
乗
合
自
動
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取
扱
規
程
（
令
和
二
年

交
通
局
規
程
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
六
項
及
び
第
七
項
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
乗
合
自
動
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ

Ｃ
端
末
取
扱
規
程
に
規
定
す
る
バ
ス
利
用
特
典
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
、

バ
ス
運
賃
の
支
払
に
適
用
さ
れ
る
特
典
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
典

が
付
与
さ
れ
た
日
か
ら
十
年
間
使
用
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
使

用
条
件
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
五
十
四
号

東
京
都
乗
合
自
動
車
Ｉ
Ｃ
一
日
乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日

東
京
都
交
通
局
長

内

藤

淳

東
京
都
乗
合
自
動
車
Ｉ
Ｃ
一
日
乗
車
券
の
発
売
等
に

関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
乗
合
自
動
車
Ｉ
Ｃ
一
日
乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程

（
平
成
十
九
年
交
通
局
規
程
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
六
条
第
二
項
中
「
な
お
、
バ
ス
Ｉ
Ｃ
一
日
券
の
発
売
に
は
、
Ｉ

Ｃ
規
程
第
三
条
第
二
十
号
及
び
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
規
程
第
三
条
第
十

四
号
の
バ
ス
利
用
特
典
サ
ー
ビ
ス
を
適
用
し
な
い
。
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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